
1

中医協 総－５－２

２ ． ９ ． １ ６
令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号に伴う特例措置の利用状況
（その１）

令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号に伴う被災地特例措置を利用している保険医療
機関数（令和２年７月時点）

合計： １保険医療機関【▲38】（当該措置の延べ利用医療機関１【▲41】）

０保険薬局【▲96】（当該措置の延べ利用保険薬局０【▲97】

特例措置の利用状況（実績のあったもの）：医科

医科 特例措置の概要 利用数

１ 仮設の建物による保
険診療等

保険医療機関の建物が浸水等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当該
保険医療機関として保険診療等を実施できることとする。
※当該特例措置の利用については、令和２年８月17日付で利用終了している旨の報告あり。

１（長野１）

＊【】内は、令和２年１月時点からの増減
（令和２年３月25日中医協にて報告）
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令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号による被災に伴う特例措置の利用状況（その２）

医科、歯科 特例措置の概要

２ 定数超過入院 医療法上の許可病床数を超えて患者を入院させた場合でも、当面、入院基本料及び特定入院料の減額措置
の対象としない。

３ 月平均夜勤時間数
（被災者受入の場合）

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、入院基本料の施設基準のうち月平均夜
勤時間数（７２時間以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を
不要とする。

４ 月平均夜勤時間数
（被災地派遣の場合）

被災地に職員を派遣したことにより一時的に職員数が不足したため、入院基本料の施設基準のうち月平均夜
勤時間数（７２時間以下）について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届出を
不要とする。

５ 看護配置
（被災者受入の場合）

被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等したため、１日当たり勤務する看護師及び准看護
師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看
護師の数に対する看護師の比率について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の
届出を不要とする。

６ 看護配置
（被災地派遣の場合）

被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足したため、１日当たり勤務する看護師及び准看護師
又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護
師の数に対する看護師の比率について、１割以上の一時的な変動があった場合においても、当面、変更の届
出を不要とする。

７ 病棟以外への入院 被災地の保険医療機関において、会議室等の病棟以外の場所に患者を入院させた場合、特例として、その保
険医療機関が届出を行っている入院基本料のうち、当該患者が本来入院するべき病棟の入院基本料を算定
する。

８ 他の病棟への入院
（被災地）

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、医療法上本来入院できない病棟に入院させた場合や、診
療報酬上、その病棟の施設基準の要件を満たさない患者を入院させた場合における特例的な入院基本料の
算定を可能とする。

特例措置の利用状況（実績のないもの）：医科・歯科
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令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号に伴う特例措置の利用状況（その３）

医科、歯科 特例措置の概要

９ 平均在院日数 被災地の保険医療機関において、平均在院日数が入院基本料等の施設基準を満たさなくなった場合にも、特
例的に従来の入院基本料等を算定する。

１０ 平均在院日数 被災地以外の保険医療機関において、被災地の医療機関から転院の受け入れを行った場合には、当該患者
を除いて平均在院日数を計算する。

１１ 特定入院料の取扱い 被災地及び被災地以外の保険医療機関において、災害等やむを得ない事情により、特定入院料の届出を行っ
ている病棟に診療報酬上の要件を満たさない状態の患者が入院した場合には、当該患者を除いて施設基準
の要件を満たすか否かを判断することができる。

１２ 転院受け入れの場合の入院
日

被災地及び被災地以外の保険医療機関において、被災地の他の保険医療機関が災害等の事情により診療の
継続が困難となり、当該他の保険医療機関から転院の受け入れを行った場合に、特別の関係にあるか否かに
関わらず、当該保険医療機関に入院した日を入院の日とする。

１３ 透析に関する他医療機関受
診

被災地及び被災地以外の保険医療機関から慢性透析患者を受け入れた場合や、被災により透析設備が使用
不可能となった場合に、特例的に、透析を目的とした他医療機関受診の際の入院料の控除を行わない。

１４ 平均在院日数、重症度、医
療・看護必要度、在宅復帰率、
医療区分２又は３の患者割合

被災前に施設基準を満たしていた被災地の保険医療機関及び被災地以外の保険医療機関において、災害等
やむを得ない事情により患者を入院させたことにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰
率、医療区分２・３の患者割合を満たさなくなった場合についても、当面、変更の届出を不要とする。

特例措置の利用状況（実績のないもの）：医科・歯科

特例措置の利用状況（実績のないもの）：調剤

調剤 特例措置の概要

１ 仮設の建物による保険診療等 保険薬局の建物が浸水等したため、これに代替する仮設の建物等において、引き続き当該保険薬局として保
険調剤等を実施できることとする。

２ 処方箋 処方せんを持参しない患者に対して、医療機関と連絡を取ること等により保険調剤を実施できることとする。



令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号に伴う被災地特例措置の今後の取扱いについて（案）
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○令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号に伴う被災地特例措置は、令和２年９月30日までとなってい
るが、令和２年10月１日以降、どのように取扱うか。

【対応案】
○令和２年７月１日時点の調査では、被災地特例措置を利用している保険医療機関の数は、１施設であった。

○なお、当該施設は同年８月17日に特例措置の利用を終了している。

○この結果を踏まえ、令和元年台風第15号及び令和元年台風第19号に伴う被災地特例措置は、令和２年９月
30日で終了することとしてはどうか。


